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 「ビットコイン P2P 電子マネー ステム」と された論文1に基 いて 2009 か

ら 用が されたビットコイン（Bitcoin）は イン ーネット上で利用されるいわ

る「仮想通貨」あるいは「 通貨（cryptocurrency）」の一 であり な発行主

体を たず peer-to-peer（P2P） ースで 金が するといった を つ 用

から を経た では ビットコインの利用は 世界的に 応の がりを て

いるといえる の は 価 に関しては一 の投 的な を した

動 を した もあったが では つつあり 一方 一日 たりの

は がありつつも 体的には 向にある2 また こ した利用の 大に い

ビットコインに される仮想通貨（ 通貨）については に な観点からの

考察が行われている3  

 本 では ビットコイン のものを り上 て考察を行 のではな ビットコイ

ンのよ な 的な を つよ な支払手段（あるいは支払手段となる 性のあ

るもの）が登場したと に 支払決済 ステムはどのよ な影響を けるかとい 問

の下に 仮想通貨の 性と 界について検 することを 的としている  

 なお ビットコインは仮想通貨を する であるが ビットコイン

にも な仮想通貨が登場して ているのも である4 こで 下本 では 「仮想

通貨」とい を用いる場 には ビットコインが している 的な を え

る の仮想通貨5を すものとする  

 本 の 論は 仮想通貨は のままでは支払手段として流動性 の点で

                                                        
1 Nakamoto (2008). 
2 ビットコインの 営 から までの は Blockchain Ltd.の サイト（https://blockchain.com/）で見ることが

で る  
3 の一 であるが え ビットコインとわが国の法制との関 については遠藤（2014） 税制との関 については

土屋（2014） 銀行業との関 については佐久間（2015） 中央銀行との関 については 橋（2015） 社会への影響に

ついては岡田（2015）などを参 のこと また ビットコインに関しては与党自由民主党 IT 会において

たな である「価値記録」に するものとして検 が行われている（自由民主党 2014）  
4 ビットコインと た を つ仮想通貨は Litecoin ogecoin など に する  
5 こ した通貨を「 仮想通貨」と こともある （岡田 2015） 
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であり もし仮想通貨の利用を 大さ るためには 仮想通貨自体の の な

らず れを するより大 な の が であるとい ものである  

 本 の は 下のとおりである まず 2 では 仮想通貨の と貨幣 との

関 について れ 3 では仮想通貨を支払手段とする の問 点と の対応 に

ついて検 する 4 では 論をまとめた えでい つかの 点を し

5 で本 を め る  

 

  

  

 仮想通貨（またはビットコイン）の 的な を することは本 の 的では

ないが はじめにこれ の 論との関 で としておか ならない点の

れてお こととする とりあえず 支払手段としてのビットコインが 従来の支

払手段に て 的 と われるのは 下の点である  

 

P2P ースで支払手段が 流通する 

 一 に利用されている電子マネーでは 間での 支払 理がで

（ イン性） かつ け った電子マネーをさらに の支払いに利用で る

（ 流通性）とい を するものは と どない6 しかし ビットコインで

はこれが となっている  

中 となる発行主体が しない 

 ビットコインを発行するのはビットコインのネット ー ステム自体であり

従来の電子マネー ステムで想 されるよ な な発行主体は しない7  

かの ではない 

 上記 の でもあるが ビットコインは発行主体の ではない8  

に基礎を いている 

                                                        
6 理想的な電子マネー（電子貨幣）の としては Okamoto and Ohta(1991)が 性 性 イバ

イン性 流通性 性の 点を ている  
7 従来の電子マネーでは 利用（ 動）の記録は支払主体 が管理するサーバで集中的に記録されているが ビットコイ

ンではこ した方法は られていない の一方で ビットコインでは の発行 の管理はネット ー ステム

上に される 記録 において 的に 理されている こ した 記録の管理の 方法に関してはビットコ

イン ステムは 的 といえるが の一方で による管理方式を していることから 理としては 的と

まではいえない 性がある  
8 CPSS（2003, p1）では Money ( ) represents an obligation of different issuers  としているよ に 仮想通貨は従来の貨

幣（通貨）の には まらない がある  
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 上記の を するために ビットコインでは が利用されている に

二 支払 ・ を する方 として「 ッ ・ ーン」とい が

用されている  

発行 に制 が されている 

 ビットコイン ステムでは ネット ー 参 が 記録 である「 ッ ・

ーン」に 規の 記録をまとめた「 ッ 」を る 業を 的に行っ

ており の中で も れを さ た に対して一 のビットコイン9が

規に される（10 に行われるこの を （mining）とい ） ま

た このよ にして されるビットコインの発行上 は 2100 ビットコインとさ

れている  

の のために一 の 間がかかる 

 上記 にあるよ に の 理には 10 度の 間がかかる か の

が 業の対 とされないよ な場 には までにさらに 間がかか

る 性がある  

に下 が されている 

 ビットコインは電子情報であるため 理 の えでは な が である

が 上 （0.00000001 ビットコイン）が められており れ 上の

は とされている  

 

 上の については仮想通貨に 通の と考えられるが に関

しては 仮想通貨 ステムの において いかよ にでも で るため 仮

想通貨の本 には 関 がないともいえる  

 

  

 貨幣10（money）の については 通 は一 性（general acceptability）との関

で に記 されることが 的なテキストでも に関してはあまり

ることな わりに の （ 価値 度 価値 ）に

                                                        
9 において の 210,000 ッ までは に対して 50 ビットコインが与えられ の後 210,000 ッ

に が るビットコインは してい になっている  
10 ここでい 「貨幣」は 法 で規 する「貨幣」（わが国では「通貨の 貨幣の発行 に関する法 」において

「貨幣」とは ら 貨幣（ 貨）を するものとされている）ではな 経済学において「お金」 を す用

として われる「通貨」と のものとして こととする また 「通貨」とい 用 については 法での

規 （ 貨およ 中央銀行 つまりいわ る「 金通貨」の を す）ではな 金通貨に 金通貨を えたも

のとして ものとする  
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よって貨幣を するのが一 的である11 また 貨幣において も な と

われる一 性を つための として な 久性 性 性など

が られることもある12 しかし これら は貨幣であるための

であって 論理的には これら（ て）を えたものが ずしも貨幣となるわけでは

ない また これらはこれまで に貨幣として して たものの観察から経 的

に られた を したものであって 支払手段が 的 通して る 性

といったものに ない かが貨幣であるかど かとい 問 は まで「貨

幣」の の問 であって のありよ によって 論はいかよ にでもなってし

ま 性がある このため本 では 仮想通貨が貨幣（または通貨）にあたるかに

関しての は るをえない  

 方 仮想通貨と電子マネーとの関 についても は流動的であるといわ る

をえない もともとビットコインは「electronic cash」として 想されたものであり

の電子マネーに めることについて大 な問 はないかもしれない しかし

で たよ に ビットコインは P2P ースで 流通が とい 点で従来の電子

マネーとは一 を すものとなっている また 制度 で ても わが国の電子マネ

ーは「資金決済に関する法 」に規 される「 払式支払手段」が中 となっている

が ビットコインについては発行 が しないこと 規発行に して対価が支払

われないなどの点で「 払式支払手段」には しないと われる に EU の電

子マネーの は「電子マネー 13」で されており 発行 に対する により

された金 的価値で 電子的 体に され 発行 を下 らない の資金の

に対して発行され 発行 の により支払手段として け れられるもの

が電子マネー とされている この EU の においてもビットコインは電子マネーに

は まれないことになる  

 

  

 ここでは 仮想通貨が貨幣 電子マネーにあたるかといった 論とは に 仮想通

貨が の性 に らして「支払手段」たり るかど かについて考えて たい ま

                                                        
11 え （1990）では 「 手段として一 に け れられているもの」（p7）が貨幣であるとしている

また Mishkin（2010）は「money」を anything that is generally accepted in payment for goods or services or in the repayment of debts
と する  

12 （1990） 7  
13 式 は irective 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, 

pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions なお 欧米の電子マネーに関する規制

については 森下（2005） 片木（2008）を参 のこと  
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ず「支払手段」について 的 をするなら れは 体手段として す

るもので の しによって金 務の 済がなされるものを すといえる

この において仮想通貨を支払手段と なすことは適 と われる な なら

仮想通貨を支払手段として 用することで金 務を 行することに関しては

間で がある り法 的に ら問 はないからである14  

 に 的に するなら 「支払手段」は の具体的対 の によって さ

れることになる つまり の発行する 貨 中央銀行の発行する銀行 などのよ

に法によって強制通用 が 与されている法貨に えて 銀行 手 銀行

自 手 ジット ー デビット ー リ イ ー 15から支

払手段は されることになる このリストに たに仮想通貨を えることに関して

は 仮想通貨の 的に ら お ら 論はない  

 上記のよ に の上で仮想通貨を支払手段と なすことに関しては問 ないかも

しれない しかし 仮想通貨 のもの けを見ていても問 の本 は見えてこない

のとこ 仮想通貨を支払手段とすることで の法貨なら に 金通貨 が

しているよ な な支払決済が で るのか かとい 点こ が問われなけ

れ ならない つまり が す は 仮想通貨自体の 性 仮想通貨が支払手

段として される場 けではな 支払手段として仮想通貨を とする に

れがどのよ に されるのか 仮想通貨を け った が の支払いのために

れをどのよ に支払 のかといった支払手段が 流通する ス なら に仮想

通貨を するより い ステムの とい ことである  

 

  

  

 支払手段としての仮想通貨の 性について検 する に の支払決済 ステム

がどのよ な となっているのか ここで に り っておこ  

 の経済における主 な支払手段は 法貨（ 貨 中央銀行 ）なら に 金通

貨16である 基本的には 法が強制通用 を 与する法貨が支払手段の基礎をなし

                                                        
14 日本銀行金融研究所（2004） 59  
15 支払手段には 資金決済に関する法 で規 する「 払式支払手段」に まれる電子マネーおよ 電子記録 法で規

する「電子記録 」も まれると考えられる  
16 金通貨は 中銀行（ 金 金融 関）の発行する 払 金（具体的には 金 通 金 金 通

金 段 金 税 金 金 通 金 金 通 金 段 金 税 金が 払 金に する）

のことである  
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金通貨はこの法貨を する けのものとして している このことは え

17 世紀 のイギリスにおいて 金 （goldsmith）が け れた 金 金 貨幣の

見 いに発行した り （金 手 ）が に銀行 のよ な 性を するこ

とによって貨幣の わりに流通するよ になったことと 理的には である17 し

かし 金通貨は法貨を する けの 的な しか っていないと考えるのは

りである し における 性は 金通貨の方が法貨よりも なって

いる18 え ースで見ても マネーストッ （M1）の を めているのは

金通貨である1920 このよ に の経済においては法貨と 金通貨が わさ

れて効率的な支払決済 ステムが されているのである こ した支払手段に基

ステムを ここでは「法貨・ 金通貨 ステム」と こととする  

 

  

 れでは な 法貨・ 金通貨 ステムにおいて 金通貨は な を に

ったのかについて考えて よ 経済 動が に するためには 資金を す

る経済主体に対して資金が かつ に で るよ な が している

がある のための方式としては二つが考えられる まず 一は 経済主体間にお

いて資金（通貨）が していることを として 資金を している （資

金 主体）が資金を としている （資金 主体）に対して資金を融通すると

い ものである の主体（金融 関）が資金の融通を し の資金 主

体から資金を した えで これを資金 主体に し すとい もこの方式に

あたる21 いずれに よ この方式は に社会に している通貨を し すとい 点

が である この方式で問 となるのは 資金 主体が とする資金の によ

っては ずしも に資金が で な なる 性が い点である つまり

が であるよ な通貨に関しては に な を で ない あるいは

で たとしてもコストが なるとい availability の問 が につ まと とい こ

とである  
                                                        
17 イギリスにおける金 と銀行 の登場については 平山（2006）を参 のこと  
18 このことは 法貨が本 的に ではないとい ことを しない 金通貨が支払手段として に利用されている

後には 金通貨が（銀行と 金 の間の に基 いて）法貨への が かつ になされ るとい

が している （CPSS, 2003, p1） 
19 日本銀行のマネーストッ 報（2015 8 月）では M1 の 85.9 が 金通貨であり 金通貨（法貨）は 14.1 に ない  
20 支払手段としては に たよ に 手 ジット ー などもあるが これらの 的な決済において が行

われているかといえ のとこ 金通貨の 動によって 間の金 務の 行がなされているのであり

この においても 金通貨は といえる  
21 これは い なれ ンバン による の ースであり 金融のビジネス デルに まれる  
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金通貨はこの法貨を する けのものとして している このことは え

17 世紀 のイギリスにおいて 金 （goldsmith）が け れた 金 金 貨幣の

見 いに発行した り （金 手 ）が に銀行 のよ な 性を するこ

とによって貨幣の わりに流通するよ になったことと 理的には である17 し

かし 金通貨は法貨を する けの 的な しか っていないと考えるのは

りである し における 性は 金通貨の方が法貨よりも なって

いる18 え ースで見ても マネーストッ （M1）の を めているのは

金通貨である1920 このよ に の経済においては法貨と 金通貨が わさ

れて効率的な支払決済 ステムが されているのである こ した支払手段に基

ステムを ここでは「法貨・ 金通貨 ステム」と こととする  

 

  

 れでは な 法貨・ 金通貨 ステムにおいて 金通貨は な を に

ったのかについて考えて よ 経済 動が に するためには 資金を す

る経済主体に対して資金が かつ に で るよ な が している

がある のための方式としては二つが考えられる まず 一は 経済主体間にお

いて資金（通貨）が していることを として 資金を している （資

金 主体）が資金を としている （資金 主体）に対して資金を融通すると

い ものである の主体（金融 関）が資金の融通を し の資金 主

体から資金を した えで これを資金 主体に し すとい もこの方式に

あたる21 いずれに よ この方式は に社会に している通貨を し すとい 点

が である この方式で問 となるのは 資金 主体が とする資金の によ

っては ずしも に資金が で な なる 性が い点である つまり

が であるよ な通貨に関しては に な を で ない あるいは

で たとしてもコストが なるとい availability の問 が につ まと とい こ

とである  
                                                        
17 イギリスにおける金 と銀行 の登場については 平山（2006）を参 のこと  
18 このことは 法貨が本 的に ではないとい ことを しない 金通貨が支払手段として に利用されている

後には 金通貨が（銀行と 金 の間の に基 いて）法貨への が かつ になされ るとい

が している （CPSS, 2003, p1） 
19 日本銀行のマネーストッ 報（2015 8 月）では M1 の 85.9 が 金通貨であり 金通貨（法貨）は 14.1 に ない  
20 支払手段としては に たよ に 手 ジット ー などもあるが これらの 的な決済において が行

われているかといえ のとこ 金通貨の 動によって 間の金 務の 行がなされているのであり

この においても 金通貨は といえる  
21 これは い なれ ンバン による の ースであり 金融のビジネス デルに まれる  

 これに対し 二の方式として の主体が な け通貨を創り して れを

資金 主体に する（ し す）とい 方法がある より具体的にいえ 銀行

が法貨を から するのではな わりに自らの 務である 金（通貨）を創

し れを のまま し すとい ものである これは 銀行（ 金 金融 関）

において 業務と 金 業務が しているとい なビジネス デルを

として めて となるものである この方式であれ 社会に する通貨 の

制 なしに また の手間なしに を 行することがで ることから 資金

主体の ー に対して めて かつ に対応することがで る22 この 二の

方式が 金通貨の で しているからこ の支払決済 ステムでは 金通貨

が な を ことになったといえる23  

 

  

 のよ に の 場経済では法貨と 金通貨が しあって効率的な支払決

済の が 来上がっている って 仮想通貨を支払手段とした場 に 法貨・

金通貨 ステムが しているよ な支払決済の が し る か  

 仮想通貨において も されるのは 仮想通貨を支払手段として している

が とする の仮想通貨を適 に 手で ないかもしれないとい ことである

え ビットコインの場 規発行のス ジ ールが め められており たな

ビットコインは 10 に一 の 24しか されない 仮想通貨の発行 が所与

であり に応じた 発行がなされないとい ことは ある 点で利用し

る仮想通貨の 対 に りがあるとい ことである の中で仮想通貨を利用しよ

とするには の 点で仮想通貨を している から を い れるか ま

たは り れるしか方法はない つまり 仮想通貨における 対 の制 なら に

との間での とい 二 の問 を リ しないと 仮想通貨を かつ

に 手するとい ことは とい ことである  

 こ した 情は 仮想通貨の 所 所25を けることによってある 度は

                                                        
22 い までもな には 制 にこの方式による が なわけではない 銀行には （ 金）の に応じた

金の 務 の健 性の などが められることになる  
23 金通貨は 払 金であることから で自由に払 しが 元本 がある 間の によ

って資金 動が といった っており 法貨のよ に 理的な に られることな での利用がで る

点でも支払手段としての い 手を めているといえる  
24 参  
25 本 では 仮想通貨の「 所」とは仮想通貨の い手と り手の間に り を する主体を 「 所」と

は仮想通貨の の ン ー ーティとして い手または り手と する主体を すものとする  
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されるかもしれない 所は 仮想通貨を り手と い手とのマッ ングを 進す

ることから 仮想通貨 が 手を見つける 性を める また

所は ある 度の仮想通貨を自 で しているため 仮想通貨 の

ー をある 度は たすことがで る しかしながら 所 所は

の仮想通貨の 動を にする を たすの であり 仮想通貨の 対 が られ

ているとい 根本的な問 に対する 決にはならない このよ な支払手段における

availability の問 は もし仮想通貨が 行の法貨・ 金通貨 ステムに わって ナ

ントな ステムにな とするなら 的な 点 といえる  

 

   

 仮想通貨を支払決済 ステムを い る利便性の い支払手段とするためには

の かつ な が となら ならない のための仮想通貨における 大

の は 法貨・ 金通貨 ステムにおいて銀行が っているよ な流動性 の

を仮想通貨 ステムにおいても することである のためには 具体的にど

のよ な対応が考えられる か  

 まず に の主体が 仮想通貨 から 託された仮想通貨を 上の

により管理し 仮想通貨の り を発行するとい の を考えて よ

26 ここでは 託 間における仮想通貨の 動は の間の の えによって

することが となる27 もし仮想通貨の り （ 下 「 り 務」とい ）が

仮想通貨 のものの け しに わって け られるよ になれ この り 務が

仮想通貨の わりに支払手段として 流通するよ になる この仮想通貨を

かるとい については の仮想通貨 所 が とい ことも 考え

られる28が ここでは した 関を仮想通貨の「 託 関」と こととする  

 に 託 関が仮想通貨を かって管理し 託 間の仮想通貨の 動を行

かに がで る か これは 的な銀行の の ナ ジーとして のよ

な業務が考えられる  
 
                                                        
26 このと 仮想通貨の 託をどのよ な方法で行 かについては 論の がある え が仮想通貨を 託

主体に「 金」（仮想通貨の ステム上では所 の ）をするのか あるいは「 金」は ずに などによ

って所 の を わずに けたことと のかといった点については 法 的な も めて検 が であ  
27 も も仮想通貨の 発 的が の金融 関などを経由することな P2P で資金 動がで る手段の である

ことから 仮想通貨を の管理する 間で 動する の 自体が問われる 性はあるが ビットコイ

ンの「 金」には に 10 度かかることを すれ 資金 動が に する 間 について検 する

は あるといえる  
28 2014 2 月に経営 した Mt. ox 社では まさにこ した がとられていたといわれている （後藤 2014） 
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されるかもしれない 所は 仮想通貨を り手と い手とのマッ ングを 進す

ることから 仮想通貨 が 手を見つける 性を める また

所は ある 度の仮想通貨を自 で しているため 仮想通貨 の

ー をある 度は たすことがで る しかしながら 所 所は

の仮想通貨の 動を にする を たすの であり 仮想通貨の 対 が られ

ているとい 根本的な問 に対する 決にはならない このよ な支払手段における

availability の問 は もし仮想通貨が 行の法貨・ 金通貨 ステムに わって ナ

ントな ステムにな とするなら 的な 点 といえる  

 

   

 仮想通貨を支払決済 ステムを い る利便性の い支払手段とするためには

の かつ な が となら ならない のための仮想通貨における 大

の は 法貨・ 金通貨 ステムにおいて銀行が っているよ な流動性 の

を仮想通貨 ステムにおいても することである のためには 具体的にど

のよ な対応が考えられる か  

 まず に の主体が 仮想通貨 から 託された仮想通貨を 上の

により管理し 仮想通貨の り を発行するとい の を考えて よ

26 ここでは 託 間における仮想通貨の 動は の間の の えによって

することが となる27 もし仮想通貨の り （ 下 「 り 務」とい ）が

仮想通貨 のものの け しに わって け られるよ になれ この り 務が

仮想通貨の わりに支払手段として 流通するよ になる この仮想通貨を

かるとい については の仮想通貨 所 が とい ことも 考え

られる28が ここでは した 関を仮想通貨の「 託 関」と こととする  

 に 託 関が仮想通貨を かって管理し 託 間の仮想通貨の 動を行

かに がで る か これは 的な銀行の の ナ ジーとして のよ

な業務が考えられる  
 
                                                        
26 このと 仮想通貨の 託をどのよ な方法で行 かについては 論の がある え が仮想通貨を 託

主体に「 金」（仮想通貨の ステム上では所 の ）をするのか あるいは「 金」は ずに などによ

って所 の を わずに けたことと のかといった点については 法 的な も めて検 が であ  
27 も も仮想通貨の 発 的が の金融 関などを経由することな P2P で資金 動がで る手段の である

ことから 仮想通貨を の管理する 間で 動する の 自体が問われる 性はあるが ビットコイ

ンの「 金」には に 10 度かかることを すれ 資金 動が に する 間 について検 する

は あるといえる  
28 2014 2 月に経営 した Mt. ox 社では まさにこ した がとられていたといわれている （後藤 2014） 

仮想通貨の  

 これは 託 から かった仮想通貨 のものを し す業務である この業務

は であるが 仮想通貨の と 託 からの仮想通貨払 し の

を しつつ業務に支 が じない で適 に行われなけれ ならない この方法

は の仮想通貨を の で し すとい もので ンバン のビジ

ネス デルに い  

仮想通貨 り 務による  

 これは 仮想通貨 のものを し すのではな 託 関が発行している り

を発行する で あるいは仮想通貨 り に対する記 の で仮想通貨の

を行 ものである なお この方法が となるのは 仮想通貨の り または

り 務が（銀行 金通貨のよ に）支払手段としての を していること

が となる この方法は 託 関が自らの 務を発行する で を行 もの

で このと 託 関は銀行のよ に「信用創 」を行っていることになる  
 
 もし仮想通貨 ステムが上記 の方式 つまり 託 関による信用創 を する

のであれ 託 関は仮想通貨の に されることな を行えるため

の法貨・ 金通貨 ステムが しているよ な かつ な流動性 が

となるであ 29 こ した の下で仮想通貨と り 務によって するで

あ 支払決済の を本 では「仮想通貨 ステム」と こととする が

この ステムは に理 の えで とい であり これを に さ るた

めにはさらに検 す 論点が されている  

 

   

 仮想通貨 ステムでは 仮想通貨 のものに えて 仮想通貨との が され

た り 務が支払手段となるとい ことを する このと 支払手段としての

り 務の価値が によって されているかといえ れが仮想通貨との間で

に で で ることによってである して これが信用ある支払手段として

                                                        
29 これは 仮想通貨において「銀行」を ることに ならない なお こ した仮想通貨関 の業務自体を銀行が行 こ

とに関してわが国の銀行法との関 でいえ は 2014 3 月 7 日 の答 書において「ビットコインの の

ビットコインと 貨 は 貨との ビットコインを かる「 」の 間でのビットコイン

の については 銀行法 一 二 一 に規 する銀行が営 ことがで る

業務には しない」としている これに対し 斉藤（2015）は 銀行がこれらの業務を銀行法 10 2 本文の

「 の 業務」として行 ことがで る 性があるとしている なお の答 書では 銀行によるビット

コインの 業務に関して に していない  
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用されるためには 発行主体である 託 関の健 性 つまり 託 関の する

の が健 であることが されなけれ ならない このことは 法貨・ 金

通貨 ステムでは銀行における の の の問 であって （金融 関

の ）が 的に（ え 銀行検 のよ な で）関与することによって

がなされている したがって 仮想通貨 ステムにおいても 託 関の健 性 の

ために らかの規制・ の を けることが められる  

 また 託 関の 対 の を見た場 こには資 である と

である り 務との間における 間の スマッ （ の と の り

務）とい 問 を発見することにな このことは 託 関においても銀行 り

けと の問 が発 する 的 性を している 銀行における り けの発

としては 中央銀行による「 後の 手」 金 制度などが ー

ティネットとして されている このため 仮想通貨の支払決済 ステムにおいて

も「 後の 手」 金 制度に した制度を ステムの一 として用 する

がある30  

 さらに もし 託 関が 一ではな する場 には れ れの 託 関

が発行する支払手段としての り 務の をど するかとい 問 が発 する

り 務は 仮想通貨と じ価値 度を基礎とするため なる 託 関が発行するも

のであっても 上は じ が される 支払手段として 利用されることが

であれ なる 託 関が発行する り 務 であっても 一 である

上は一対一の （または の ）が であること つまり り 務

の 性が されるであ れを するためにも 仮想通貨の り 務の価

値を する の の が である  

 えて の 託 関が発行する仮想通貨の り 務を に流通さ るために

は なる 託 関の 間での り 務の 動（ ）がで るよ な も

である31 より具体的にいえ に した いを とするよ なバイ テ

ルの 決め32を 託 関間で 対で する方法もあり る し また 託

関が になるよ な場 であれ たにマル テ ルな決済の を す

                                                        
30 託 関に対する規制・ 「 後の 手」 を が かについても 論の が されている 行のよ に

規制・ は が 「 後の 手」は中央銀行が とい 考え方もあるが 19 世紀 の米国 ーイング ン

方で されたサ ー 銀行（サ ー ステム）のよ に民間主 の 関がこ した を 方式もあ

り る  
31 ここでは 仮想通貨 り 務の 性を として ある 託 関が発行した り 務を用いて の 託 関において

（仮想通貨の）払 しがで るとい ことを する  
32 銀行間の決済の でいえ 「コル ス方式」がこれにあたる これに関しては吉田（2012）を参 のこと  

商大論集　第 67 巻　第 3 号

支払手段としての「仮想通貨」

（220）10



用されるためには 発行主体である 託 関の健 性 つまり 託 関の する

の が健 であることが されなけれ ならない このことは 法貨・ 金

通貨 ステムでは銀行における の の の問 であって （金融 関

の ）が 的に（ え 銀行検 のよ な で）関与することによって

がなされている したがって 仮想通貨 ステムにおいても 託 関の健 性 の

ために らかの規制・ の を けることが められる  

 また 託 関の 対 の を見た場 こには資 である と

である り 務との間における 間の スマッ （ の と の り

務）とい 問 を発見することにな このことは 託 関においても銀行 り

けと の問 が発 する 的 性を している 銀行における り けの発

としては 中央銀行による「 後の 手」 金 制度などが ー

ティネットとして されている このため 仮想通貨の支払決済 ステムにおいて

も「 後の 手」 金 制度に した制度を ステムの一 として用 する

がある30  

 さらに もし 託 関が 一ではな する場 には れ れの 託 関

が発行する支払手段としての り 務の をど するかとい 問 が発 する

り 務は 仮想通貨と じ価値 度を基礎とするため なる 託 関が発行するも

のであっても 上は じ が される 支払手段として 利用されることが

であれ なる 託 関が発行する り 務 であっても 一 である

上は一対一の （または の ）が であること つまり り 務

の 性が されるであ れを するためにも 仮想通貨の り 務の価

値を する の の が である  

 えて の 託 関が発行する仮想通貨の り 務を に流通さ るために

は なる 託 関の 間での り 務の 動（ ）がで るよ な も

である31 より具体的にいえ に した いを とするよ なバイ テ

ルの 決め32を 託 関間で 対で する方法もあり る し また 託

関が になるよ な場 であれ たにマル テ ルな決済の を す

                                                        
30 託 関に対する規制・ 「 後の 手」 を が かについても 論の が されている 行のよ に

規制・ は が 「 後の 手」は中央銀行が とい 考え方もあるが 19 世紀 の米国 ーイング ン

方で されたサ ー 銀行（サ ー ステム）のよ に民間主 の 関がこ した を 方式もあ

り る  
31 ここでは 仮想通貨 り 務の 性を として ある 託 関が発行した り 務を用いて の 託 関において

（仮想通貨の）払 しがで るとい ことを する  
32 銀行間の決済の でいえ 「コル ス方式」がこれにあたる これに関しては吉田（2012）を参 のこと  

ることも となる つまり 仮想通貨 り 務に る「決済 ステム」33を用

するとい ことである  

 

  

 上の 論をまとめよ 仮想通貨が い 手のいい支払手段となるためには

の に対して かつ に流動性を で ることが であるが 仮想通貨

は の 上 発行 に上 がありかつ も 的であることから では

支払手段としての は である こで となるのは仮想通貨 のものの

ではな 仮想通貨の に の利用を 進さ るための を ッ に

することである 具体的には 仮想通貨を け れると に自らの（仮想通貨

の） り 務を発行することで を行 ことので る 託 関の 託 関

に対する 制度 ー ティネット（「 後の 手」 金 の制度）の

決済 ステムの などである こ した が ま することによ

って この り 務と仮想通貨の わ が仮想通貨 ステムにおける中 的な支

払手段となり るのである  

 しかし 上の 論は の発行主体 管理主体を たずに自由に 間

において資金 動がで る手段として 発された仮想通貨の 的からは大

れるのも である 仮想通貨 のものには発行管理主体は しないが の り

務には発行主体が である また 仮想通貨 り 務の 動は発行管理主体の記

録 上で行われるため の場 は P2P による 金は しないことになる

ここで行われている は の銀行 資金決済 ステムと じ と わ る

を ない であれ ステムを 体で した場 に 仮想通貨 ステムが法

貨・ 金通貨 ステムよりも といえる点を見 すことは しいのではない

か  

 また 支払手段としての仮想通貨の利用を 進するための対応を 行するには お

ら 大 な 用がかかることが 想される に が法貨およ 金通貨とい

利便性の い支払手段を しているなかで たに仮想通貨 ステムを ・ す

                                                        
33 本 では には らないが え 仮想通貨の り 務の 動 を 理（ネッティング 決済 の 理

など）を リ リング ス 託 関から決済用の資 を かり れを 託 関の 間で えること

によって 託 関間の り 務の 動に 決済 理を行 決済 関といった決済 ステムを することが考えら

れる こ した仮想通貨 り 務に関する決済 ステムの については 投信バンキングの決済 ステムとも

理的には じであることから については吉田（2015）も参 のこと  
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るための 用を ためには れに対する らかの 理的な理由がなけれ ならな

いが れは たして なの か 仮想通貨の支払手段化にあたっては

した疑 が され ならない  

 

５ むすび 

 本 での は 仮想通貨に 行の 金通貨と の利便性をもた るために

な対応として考察されたものである もし 仮想通貨が の法貨・ 金通貨 ステ

ムと し に の一 を 的に ことの を 的とするのであれ ここで

するよ な対応をとる はないかもしれない しかし の場 仮想通貨は

マージナルな でしか利用されない 的な支払手段として けられるもの

と われる  

 また 支払手段の本 が かを考えた場 に 支払手段が ず かの 務でなけ

れ ならないとい ことはないが の考察を まえると 利用される支払手

段とい ものは のとこ 集中的に管理される 務に してい ものなのかもし

れないとも で る  

 れでも の仮想通貨の登場は ある で貨幣の をめぐる とつの

のよ なものと えることが 来るかもしれない これまでの貨幣とは り が

なる仮想通貨が 来 貨幣（通貨）となり るのか あるいは するのかは

貨幣の本 を考える えで な を与えて れること の で 仮想

通貨の 後については してい がある なお の考察の中

である仮想通貨（およ の り 務）と支払手段との関 については 銀行 金の

ならず 投信バンキングにおける投資信託 のあり方とも 行して検 するこ

とも であ  

 後に もし 点で 「貨幣」 「通貨」に関して 哲学でい とこ の「

」を行ったなら い が る 性がある れは が「貨幣」

「通貨」に対して つ 通の観 が仮想通貨の登場によって なからず揺さ られ

ている 性があるからである  

 上 
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